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四日市市安全なまちづくり基本計画(2027 年度～2031 年度)策定支援業務委託 

公募型プロポーザル募集要項 

 

１．業務の概要 

（１）業務名 

四日市市安全なまちづくり基本計画(2027年度～2031年度)策定支援業務委託 

 

（２）業務の目的 

本市では、平成 13 年 12 月 21 日に制定した「四日市市安全なまちづくり条

例」に基づき、だれもが安心して生活できる安全な地域社会の実現を目指して

おり、市民の安全意識の高揚と、防犯・交通安全にかかる自主的な活動の促進

など、地域の安全に関する施策の総合的、計画的な推進を図るため「四日市市

安全なまちづくり基本計画(2022年度～2026年度)」を策定している。 

本業務は、現行計画の計画期間が令和８年度をもって終了することから、令

和９年度～令和 13 年度までの５ヵ年を計画期間とした四日市市安全なまちづ

くり基本計画(2027 年度～2031 年度)（以下、「基本計画」という。）の策定に

かかる支援を行うものである。 

 

（３）業務内容  

別添「四日市市安全なまちづくり基本計画(2027 年度～2031 年度)策定支援

業務委託仕様書」のとおり 

 

（４）業務期間 

契約の日から令和９年３月 31日まで 

 

２．委託料（見積り限度額） 

2,600千円（消費税及び地方消費税を含む） 

 

３．契約までのスケジュール 

令和８年４月 ６日 (月) 募集要項等の公表 

令和８年４月 17日 (金) 参加意向申出書の提出期限及び質問受付期限 

令和８年４月 22日 (水) 参加資格審査結果の通知及び質問回答 

令和８年５月 ８日 (金) 企画提案書の提出期限 

令和８年５月 18日 (月) プロポーザル審査 

令和８年５月 22日 (金) 審査結果の通知 

令和８年５月下旬 契約手続き 

※ 審査日程の変更は対象者にのみ通知します。 

※ 事業内容に関する説明会は開催しません。 
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４．参加資格要件 

プロポーザルに参加する者（以下、「応募者」という。）は、次に掲げる事

項の全ての条件を満たすものとします。 

① 過去５年以内（令和３年度から令和７年度までの間）に、地方公共団体

が策定する複数年にわたる同様な計画の策定支援業務を元請として完了し

た実績を有していること。 

② 企画提案書の提出期限の日において、四日市市入札参加資格者名簿の「調

査検査業務（統計調査計画策定・コンサルティング）」に登録されているも

の。 

③ プロポーザル実施公表の日から受託候補者の特定の日まで、四日市市建

設工事等入札参加資格停止基準（平成 21年６月１日施行）の規定による入

札参加資格停止の措置を受けていないこと。 

④ 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当

しない者であること。 

⑤ 入札参加資格審査申請において、提出された書類の記載事項に虚偽がな

いこと。 

 

５．参加申込・資格審査 

様式１「参加意向申出書」（別紙様式１）を令和８年４月 17 日(金)までに、

持込又は郵送により提出してください。参加資格審査結果は、各応募者へ「参

加資格審査結果通知書」を電子メールにより通知します。 

 

６．質疑・回答 

当事業に関する質問は、令和８年４月 17 日(金)までに、Ｅメール（任意様

式 Word 形式）にて問い合わせしてください。受信した全ての質問に対する回

答を、全応募者に対してＥメールにより通知します。 

 

７．企画提案書の作成 

（１）企画提案書作成上の基本的事項 

本プロポーザルは、四日市市安全なまちづくり基本計画(2027 年度～2031

年度)策定支援業務委託における具体的な取組手法や取組の創意工夫について

提案を求めるものであり、当該業務の具体的な内容や成果品の一部の作成や提

出を求めるものではありません。 

 

（２）企画提案書の作成方法 

下記の事項について、資料を作成してください。 

①企画提案書（様式２） 
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②業務実施体制（様式３） 

本業務の実施体制を記載してください。また、当該業務の一部を再委 

託する場合は、その内容と予定される再委託先を記載してください。 

 

③管理技術者・担当技術者の経歴（様式４） 

本業務の管理技術者、担当技術者について、氏名及び所属・役職、経  

歴、業務実績（四日市市内及び近隣市町等での業務実績：５件まで）等

を記載してください。なお、当該実績がない場合は「なし」と記載して

ください。 

④管理技術者のみの過去 10年間の業務実績について（様式５） 

予定される管理技術者が過去 10年間に従事した業務実績を上記 （様

式４）から代表事例１件を選定して記載してください。 

⑤取組方針や業務実施手法等について（様式６） 

本業務における下記の特定テーマに対する考え方を記載してください。 

社会情勢の変化を踏まえ、現行の「四日市市安全なまちづくり基本

計画」の中で見直しが必要な項目、また、だれもが安全で安心して生

活できる地域社会の実現に向けて、各主体が新たに取り組むべきテー

マ（課題）や具体的なアプローチについて（Ａ４用紙５頁以内） 

   ⑥事業委託に係る費用の参考積算内訳（消費税抜き、任意様式） 

 

８．企画提案書の提出 

企画提案書は、令和８年５月８日(金)までに、６部（正副の区別なし）提出

してください。 

 

９．書類提出方法 

参加意向申出書、企画提案書とも、持込または郵便にて下記に提出してく 

ださい。 

〒510-8601 四日市市諏訪町１番５号 

 四日市市役所５階  市民生活部 市民協働安全課 

   

持込の場合は締切当日までの土日、祝日を除く午前８時 30 分から午後５時

15分の間に、郵便の場合は簡易書留とし、締切当日の午後５時までに提出 

 

１０．審査方法 

本市職員で組織する選考委員会において、企画提案書の書面選考を行うとと

もに、企画提案書の提出者を対象に、企画提案書の内容にかかるヒアリングに

よるプロポーザル審査を次のとおり実施します。 
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（１）プロポーザル審査 

①令和８年５月 18日（月）午後に１団体 40分程度で実施 

②審査の順は、市が決定 

 （※詳細については応募者個別に通知します。） 

 

（２）最優秀者の決定 

選考委員会において、企画提案書やヒアリングの内容を評価要領に基づき総

合的に評価し、最優秀者を決定する。 

 

１１．審査結果 

審査終了後、市のホームページ上に参加者名及び候補者名を公表するととも

に、各応募者へ「プロポーザル審査結果通知書」にて郵送または電子メールに

より通知する。 

 

１２．提出書類の取り扱い 

○提出書類は応募者へ返還しない。 

○提出書類の著作権は、応募者に帰属するが、法令等に基づき応募者の許諾を

得た上で公表する場合がある。 

 

１３．情報公開及び提供 

市ホームページに以下の情報を掲載する。 

○候補者決定前：募集要項、企画提案書作成要領、審査要項 

○候補者決定後：参加者名、決定された候補者 

 

１４．問い合わせ 

四日市市 市民生活部 市民協働安全課 

TEL:059-354-8179/FAX:059-354-8316 

電子メール shiminkyoudouanzen@city.yokkaichi.mie.jp 

（送受信を電話で確認すること） 

１５．その他 

○プロポーザルに要する経費は応募者の負担とする。 

○応募を取り下げる場合は、速やかに文書にて連絡すること。辞退により不都

合な取り扱いはしない。 

○次のいずれかに該当する企画提案書は無効とする。 

・定めた提出方法、提出先、期限に適合しない場合 

・提案内容に虚偽がある場合 

・応募者及び協力会社が審査関係者に対する不当な活動を行ったと認められる

場合 

mailto:電子メールshiminkyoudouanzen@city.yokkaichi.mie.jp

